
災害により被災された皆様へ 

被災者支援のための市の主な制度について 
 
 被災された市民の皆様に対して、心からお見舞申し上げます。 

 該当する手続きに必要な書類等につきましては、事前にお問い合わせください。 

 

項目 内容 問い合わせ先 

１ り災証明 

火災についての被害証明 

小野田消防署 

 ☎８３－０１１９ 

山陽消防署 

 ☎７１－０１１９ 

災害（風水害等）についての被害証

明 

社会福祉課 地域福祉係 

 ☎８２－１１７４ 

２ 見舞金 見舞金の支給 
社会福祉課 地域福祉係 

 ☎８２－１１７４ 

３ 市営住宅への入居 住宅を失った方の一時的入居 
建築住宅課 住宅管理係 

 ☎８２－１１６６ 

４ 税金の減免 

市県民税 
税務課 市民税係 

 ☎８２－１１２５ 

固定資産税 
税務課 固定資産税係 

 ☎８２－１１２７ 

５ 市税の納税相談 災害により納税が困難なとき 
税務課 収納係 

 ☎８２－１１２６ 

６ 保険料などの減免 

国民健康保険料 
保険年金課 収納係 

 ☎８２－１１７７ 

後期高齢者医療保険料 
保険年金課 年金高齢医療係 

 ☎８２－１２０９ 

介護保険料 
高齢福祉課 介護保険係 

 ☎８２－１１７２ 

７ 利用料・窓口負担金 

などの減免 

介護サービス料(利用料) 
高齢福祉課 介護保険係 

 ☎８２－１１７２ 

障害福祉サービス料(利用料) 
障害福祉課 障害福祉係 

 ☎８２－１１５９ 

国民健康保険の窓口負担金 
保険年金課 国保係 

 ☎８２－１１７９ 

後期高齢者医療保険の窓口負担金 
保険年金課 年金高齢医療係 

 ☎８２－１２０９ 

８ 保育料などの減免 
保育所保育料 子育て支援課 保育係 

 ☎８２－１２０７ 児童クラブ保育料 

９ 小・中学生就学援助 
災害により生活が著しく困難となっ

た世帯（認定済世帯を除く） 

学校教育課 学務係 

 ☎８２－１２０２ 

１０ ごみ処理手数料の 

減免 

災害により発生した廃棄物を搬入す

る場合 

環境衛生センター 

 ☎８３－３６５１ 

１１ 水道料金の減免 火災により被災した世帯 
水道局 業務課 

 ☎８３－５７２５ 


